
令和６年度 市民税・県民税の申告について

市民税は一般に県民税と合わせて住民税と呼ばれ、みなさんの所得に応じて負担していただきます。

この申告は、あなたの令和５年中の所得（1月 1日～12月 31日まで）について申告していただき、

令和６年度住民税の基礎とするものです。

必ず申告受付期間内（3月１５日（金）まで）に提出してください。

※申告受付期間内に申告されないと、各種控除を受けられなかったり、所得についての証明を受けられ

ないことがあり、不利な取扱いが生じる場合がありますのでご注意ください。

賦課期日（令和６年 1月 1日）に相生市に住所があり、令和５年中に基準以上の所得のあった人

① 給与所得者で農業、営業等、給与以外の所得がある場合。

② 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている人および公営住宅に入居されている人は、

所得の有無にかかわらず申告していただく必要があります。

③ 公的年金収入等がある場合、確定申告または住民税申告で、公的年金の源泉徴収票に表示されて

いる以外の控除を追加することで、税額が減額される場合があります。

④ 確定申告をした人、または所得が給与のみで年末調整の済んでいる人は、上記①・②に該当して

も原則として住民税申告をする必要はありません。

ただし、給与を１カ所から受けていて、給与以外の所得の合計額が20万円以下のため、確定申

告不要の場合でも住民税申告は必要です。また配当所得については、住民税申告が必要な場合が

あります。

所得税の確定申告について →→ 裏面参照

住民税申告が必要な人

申告は、コンピュータで受付しますので、申告書様式の控えを同封しています。

下書き等をする場合はご利用ください。

㋐ 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入の人、公営住宅に入居の人。

㋑ 令和５年１月から１２月中に所得がなかった人。

（遺族年金・障害年金などの非課税収入、他者の援助のみでそれ以外に収入がない）

㋐ ㋑上記 ・ いずれにも該当する場合は、郵送でも申告可能です。

郵送での申告に必要なもの

▷別添「市町村民税・道府県民税申告書」様式

表面に住所、氏名、生年月日、連絡先電話番号を記入

裏面下部「○前年中に所得のなかった人は記入してください」欄に詳細を記入

▷申告者本人のマイナンバーカードまたは、

通知カードおよび顔写真付き身分証明書（運転免許証など）のコピー

郵送で住民税申告ができる人



国税庁ホームページでは、所得税の確定申告に関する情報が公開されています。ふるさと納税

の寄附金控除や医療費控除に関する情報、申告書の作成手順の動画なども掲載されています。

令和５年分の所得税の確定申告は、令和６年２月１６日（金）～３月１５日（金）ですが、還付申

告は２月１５日（木）以前でも提出できます。

☑ 案内に従い金額などを入力するだけで、申告書が作成可能（自動計算）

☑ 確定申告時期には、24時間いつでも利用可能

☑ 混雑した確定申告会場で長時間待たされることがない

☑ 還付金の振込処理がより早い

国税庁ホームページ「令和５年分確定申告特集」 →

※ 住民税の申告はインターネットで行うことができません。ご了承ください。

所得税の確定申告は、パソコンやスマートフォンを利用した、電子申告が便利です。
（所得税の確定申告をされた方は、住民税の申告は不要です。）


